
令和７年度実施予定の地域公共交通計画搭載事業について

資料５

高齢者に対する運賃割引事業

●概要
令和７年１０～１２月の間、７５歳以上の高齢者が公共交通

を利用する際の運賃の一部を補助

●目的
公共交通を現在利用しない高齢者（自動車保有者）について、

今後の免許返納を視野に、公共交通利用の機会を創出

●補助金額
１人当たり3,000円

●実施方法

市内店舗と連携した公共交通利用促進事業

車内等に掲示され
たQRコードを利用
者自身が読み込み、
サービス券を取得

●概要
令和７年１１～１２月の間、公共交通利用者に市内協賛店舗

で使用することができるサービス券（※）を配布し、利用者が
協賛店舗において代金割引等の特典を受けることができるキャ
ンペーンを実施
※市公式LINEのショップカード機能により、スマホで取得

●目的
日常生活の目的地となっている店舗と連携し、新たな公共交

通利用者の獲得および公共交通を使った生活の定着を図る。

●実施方法

対象の公共交通
に乗車

協賛店舗において
サービス券を使用
すると、割引等の
特典を受けられる

申請のあった高齢者
に対し、市から割引
券（市作成）または

回数券を送付

運賃支払時
現金の代わりに
割引券等を使用

対象の公共交通
に乗車

対象：ほくほく線、高速バス、
路線バス、タクシー、市営バ
ス、予約型乗合タクシー

対象：ほくほく線、JR、
高速バス、路線バス、
タクシー、市営バス、
予約型乗合タクシー ・１乗車につき１枚取得

可能で、たまっていく
・有効期限は取得日から
１か月

・サービス券は｢使用済｣
処理され、その後は使
用できなくなる

・サービス券の使用には
商品購入等が必要


